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　市民の皆さんの市政に対する意
見・要望・提案を市政に反映する
ため、「市長への手紙」を受け付け
ています。
　「市長への手紙」は、市長がすべ
て読み、その後、各担当部課で内
容を調査・検討し電話などで回答
します。
　平成27年度は、手紙で336通（434
件）、市民の声（電子メール）で137
通（146件）の意見などをいただき
ました。項目別の件数は、右の表
のとおりです。
　「市長への手紙」の用紙を５・６
ページに掲載しています。また、

市の施設や駅（拝島駅を除く）にも
備えてあります（コピーしての使
用可）。
　市政について気づいたことがあ
りましたら、次の方法でお寄せく
ださい。
◎郵送・投函

かん

箱
　５・６ページを太線に沿って切
り取り、のりづけして郵送（切手
不要／平成29年５月31日まで使用
可）するか、市役所総合案内カウ
ンターの投函箱に入れてください。
◎ファックス
　６ページをファックス544-5121
へ送信してください。

◎市ホームページ
　市ホームページの「市民の声」の
入力フォームから送信してくださ
い。
☆詳しくは、オンブズパーソン・
市政相談担当☎544-5122へ。
▼項目別件数

項　　目
郵 送
Ｆ Ａ Ｘ
投 函 箱

市ホーム
ペ ー ジ

行 財 政 37件 26件
土 木・建 設 56件 21件
市 民 生 活 171件 29件
教 育・文 化 59件 28件
民 生・福 祉 30件 13件
保 健・医 療 8件 2件
そ の 他 73件 27件
合 　 　 計 434件 146件

市長への手紙　あなたの声を市政に！
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「市長への手紙」をお待ちしています。

太線に沿って切り取り、
のりづけして投函してください。
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昭島市政に対するご意見・ご要望・ご提案などをお聞かせください。
回答を希望される場合は、ご住所・お名前など連絡先をご記入ください。
できる限り皆さんのご意見を市政に反映させます。
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▼人権擁護委員 〈敬称略〉
氏　　名

榊 か お る （玉川町）
栁 川 利 康 （美堀町）
清 水 正 孝 （田中町）
守屋百合子 （宮沢町）
大 野 隆 司 （東　町）
石井登志枝 （朝日町）

岩泉町・昭島市環境連携交流事業の
参加者を募集
　岩手県岩泉町とその周辺の被災地を訪れ、住民の方
と交流したり、岩泉・昭島友情の森で下草刈りなどを
行ったりします。
◇ 期間　７月30日（土）～８月１日（月） 〈２泊３日〉
◇対象　18歳以上の方
◇定員　20人（多数選考）
◇ 参加費　２万3000円（宿泊費、食費など）
※東京駅での集合・解散です。
※ 終了後、参加報告書を作成
していただきます。
☆申し込みは、５月16日～31
日に環境課計画推進係へ。

　特定非営利活動法人 都市環境標識協会と協定を締結
しました。
　災害発生時に市民や来訪者を避難場所などへ誘導す
るための標識について、協賛いただく事
業者の資金を活用し、同協会が設置・管
理することを定めています。
　協定の内容について詳しくは、市ホー
ムページに掲載しています。
　なお、協賛していただける事業者は、
同協会☎042-528-0200へ連絡してくださ
い。
☆詳しくは、防災課へ。

避難誘導標識設置事業に関する協定
を締結６月１日は「人権擁護委員の日」

人権擁護委員による特設
相談を開催

　人権擁護委員の日にちなみ開催します。
　人権侵害、家庭内のもめごと、近隣問題
など人権に関わることについてご相談くだ
さい。人権擁護活動を進めるため法務大臣
から委嘱された人権擁護委員が相談に応じ
ます。
◇ 受け付け　６月１日（水）の午前10時～午
後４時に市役所市民ロビーで
◇相談場所　市民相談室

◎人権身の上相談
　毎月第４月曜日の午後に、市役所で人権
擁護委員による相談（予約制／無料）を実施
しています。また、下の表の人権擁護委
員に直接電話で相談することもできますの
で、問い合わせてください。
☆詳しくは、オンブズパーソン・市政相談
担当☎544-5122へ。

ぜひ、ご相談
ください。
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「市長への手紙」　FAX 042-544-5121
ファックスを利用する場合は、この面に住所・氏名・電話番号などを記入し送信してください。

「市長への手紙」
（差出人）回答が不要な場合は、無記名でもかまいません。

性　別

電話番号

男 ・ 女

について

私の意見・要望・提案や情報

住　所

氏　名

フリガナ

〒196-
昭島市　　　　 　町　　　 丁目　　　　　番（地）　　　　 号

※いただいたご意見などは、内容の要旨のみを「広報あきしま」や市ホームページに掲載させていただく場合があります。
※オンブズパーソン・市政相談担当では、このほかに市民相談として、無料で法律相談などを行っています。
※問い合わせは、企画部秘書広報課オンブズパーソン・市政相談担当☎042-544-5122へ。

　　　年　　　月　 　日


